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令和７年度第２回島根地方労働審議会【最終稿】 

 

                日 時：令和８年３月５日（木）10:00～12:00 

              場 所：松江地方合同庁舎５階 共用第４会議室 

 

開 会 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

  では、定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第２回島根地方労働

審議会を開催いたします。 

私は、雇用環境・均等室の日高と申します。これから会長に議事を進めてい

ただくまで私が進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。以

後は、では、着座にて進行させていただきます。 

それでは、資料の確認をさせていただきます。資料につきましては、事前に

御提供をさせていただいたものもございますが、本日机上に準備したものを御

覧ください。 

初めに、審議会の次第、その次、出席者名簿、席次表、会議資料一覧、島根

地方労働審議会委員名簿、島根労働局の取組（令和８年度行政運営方針）

（案）、各委員の皆様に事前に御提供済みのものとなります、こちらの資料は。 

次に、島根県和服裁縫業最低工賃について、こちらも事前に御提供済みのも

のとなっております。島根労働局第１４次労働災害防止計画の進捗状況、参考

資料として政労使会議記者発表資料、地方労働審議会令、島根地方労働審議会

運営規程、以上の資料をお配りしておりますので、御確認をお願いいたします。 

  続きまして、委員の出席状況について御報告いたします。本日、事前に出席、

あるいは欠席とお返事いただいておられる方で、今日、急遽欠席、あるいは御

都合をつけていただきまして御出席いただいた方がございますので、若干表示

に変更があるかもしれませんが御了承ください。 

まずは、本日の出席状況でございますが、労働者代表委員の石川委員、それ

から小早川委員、使用者代表委員の渡邊委員から欠席の御連絡をいただいてい

ることから、審議会委員１８名のうち１５名が出席しておられます。したがい

まして、地方労働審議会令第８条第１項に規定します３分の２以上の御出席を
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いただいておりますので、本審議会は有効に成立していることを報告いたしま

す。 

なお、今回、島根県のオブザーバーの御参加はございません。 

また、本日の審議会の傍聴について公示をしましたところ、傍聴の希望はご

ざいませんでした。報道関係につきましては、今のところお見えになっており

ませんが、この後お見えになられる可能性がございますことをあらかじめ御了

承いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

１ 島根労働局長挨拶 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 それでは、開会に当たりまして、島根労働局長、岩見から御挨拶申し上げま

す。 

○ 岩見局長 

 皆様、おはようございます。島根労働局長の岩見でございます。本年度第２

回島根地方労働審議会の開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 何から申し上げましょうというところなんですが、まず、これは従前からの

情勢ということでございますけれども、高市新内閣が発足したと。「強い経

済」を実現する総合的経済対策としての積極財政の考えの下、賃上げ環境整備

を含めて様々な物価高騰の対策の取組等を示されているというところ。そして、

人口減少が当県においても進んでいる、労働力確保の方策ですね、これは喫緊

の課題であるというところは従前から変わらないところでございます。 

そして、また情報としてですけれども、１月の有効求人倍率について、季節

調整値で１．３４倍、前月同水準で、全国は１．１８倍でございまして、当県

は依然として高い水準で推移しているという状況でございます。新規求人数の

原数値を全体で見ますと、対前年比で減少している状況ではございますけれど

も、これは事業主さんが求人内容を見直したりとか、求人を厳選する動きがあ

るのではないかということで分析をしております。 

一方で、新規求職者数の原数値は、物価高の影響もあり、今在職中の求職者

などの増加も見られたと。直近４か月は新規求職者が前年度よりも減少してい

るということでございます。有効求人倍率は、対前月比で同水準でございます
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けれども、人手不足の状況は続いているという状況でございます。当局の雇用

情勢判断、１月は改善の動きが弱まっている、物価上昇等の影響に十分留意す

る必要があるというふうに発表させていただいているところでございます。 

さて、皆様御案内のとおり、三菱マヒンドラ様の件でございます。 

まず、３月３日、１７時から１８時半まで、丸山県知事、そして上定市長を

はじめ、関係各方面、国の機関、あとは東出雲町さん等の関係各方面の皆様御

出席で、まず、第１回の緊急の対策会議が開かれたところでございます。 

その席上では、会議の前後に丸山県知事、あと上定市長等、短時間ではござ

いましたがお話をさせていただきまして、国の機関、特に労働局、ハローワー

クに対しては非常に期待をしてると、よろしく頼むというお言葉をいただいて

おるとこでございます。全力を挙げて対処していかなければいけないのは当然

でございますけども、県知事、松江市長とも認識を一にできたという状況にま

ずあるというところでございます。この後、労働局、ハローワークでは、離職

票の速やかな発行による円滑な失業給付の支給ですとか、再就職支援に向けた

職業相談、職業訓練ですね、これらに関してとにかく丁寧に対応していこうと

いうことで局内も、労働局、ハローワーク、あとは労働基準監督署、全庁挙げ

て認識を一にしたという状況でございます。 

また、労働契約法に照らして、今般の事案に当たり、労契法に照らして適切

な労務管理を実施していただくよう啓発指導等の実施の徹底、そしてまた、労

働局その他監督署にございます総合労働相談コーナーにおいても、労働分野に

関するルール、御相談については特に丁寧に対応していくようにということで、

労働局から各窓口に指示を徹底しているところでございます。今後は、松江市

さんを中心にという言い方で語弊はないかと思うんですが、松江市さん中心に

関係各機関が一体となって、近々にまた対策協議会を開くという状況になって

おります。具体的なアイテムについてはまたそこでいろいろ検討していくんで

すけれども、今日この時点ではチームとして歩調を合わせていこうということ

で、松江市さんはじめ関係構成員、歩調を合わせていこうということで今認識

を一にしているところでございますので、具体的に現時点ではまだ確定でもな

いこともいっぱいありますので、そこは今日この時点ではご容赦をいただく部

分もあるかもしれませんが、現況、マヒンドラ様関係ではそういう状況になっ
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ているというところでございます。 

そしてまた、労働局でも、特に今、職業安定部長ともよく話しているんです

が、中東情勢について、先般テレビのニュースのエコノミストの方のコメント

を借りると、秋口ぐらいから原油高の影響が出るんじゃないかというようなお

話があったんですけれども、各種報道で原油高の影響というのはもう既に出始

めているのではないかと。地方経済へも近々影響が出てくるのではないかとい

うことで、職業安定部を通じてハローワークで各事業所様のそういう中東情勢

が当県の経済に与える影響、各事業所様に与える影響について丁寧に拾うよう

にという指示を私が、そして職業安定部長から第一線のほうには発していると

ころでございます。 

こちらも非常な懸念材料、現行でもウクライナの戦争ですとかそういうもの

の影響がまだ続いている中で、また、さらにそういう要因が加わってきたとい

うことで、労働局では第一線を通じて県内の状況をもう最大限細かく注視して

いくという所存でございます。 

さらに、最近の動きとしては、２月９日に地方版政労使会議を開催いたしま

した。本会議は、丸山県知事をはじめ、労使各団体、行政機関、経産局とか公

取さんとかにも御出席いただきまして、賃金引上げに関する現状、課題、取組

に関して意見交換をさせていただきました。 

共同宣言は令和５年に発していたんですけれども、時勢に合致するように内

容をアップデートして、新たな共同宣言を採択したというところでございます。 

特に使用者様の団体からは、やはり支援策について、情勢に応じた支援策を

検討していただき、周知に万全を期してほしいというお声を頂戴しております。

これにつきましては、国の出先機関としての立場として必ず本省に上申します

と、厚労本省、あとは経産局さんからは経産本省、上申しますということでお

話をさせていただいているところでございます。 

長くなりましたが、本日は、今申し上げた各種情勢の取組以外のものも含め

て、令和８年度の島根労働局行政運営方針案を中心に御議論賜りますれば幸甚

でございます。忌憚のない御意見頂戴できればと思っております。本日はどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 
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２ 島根地方労働審議会会長挨拶 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 それでは、宮本会長に御挨拶をお願いするとともに、以降の進行についてよ

ろしくお願いいたします。 

○ 宮本会長 

  失礼いたします。先ほど局長のほうから情勢についてのお話がありましたが、

労働者に関しまして、やはり需給バランスを踏まえて、今、働き方についての

関心が非常に高まっているかなというふうに承知しております。また、島根の

雇用情勢につきましてもお話がありましたが、高い水準で推移しているという

ところで、やはり依然人手不足というところも続いているところかなと思いま

す。 

こうした中、最低賃金に関しまして非常に、今、論点整理が進んで、議論も

進んでいるところなんですけれども、企業行動としましては、リストラという

こともかなり進むという中で、従業員のリスキリングですね、そうしたところ

で、能力向上支援の取組などで労働行政、大変役割が非常に大きなものになっ

ているものと考えております。 

本日は、関連いたしまして、島根労働局の取組、令和８年度の行政運営方針、

これらを中心に審議をお願いすることになっております。各委員の皆様におか

れましては、それぞれのお立場に応じて積極的に忌憚のない御意見いただける

とありがたく存じます。御協力のほど何とぞよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、私から挨拶とさせていただきます。 

 

３ 議 題 

○ 宮本会長 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

  事前に皆様のお手元に資料が届いていると思いますので、事務局のほうから

は、それを踏まえまして手短に御説明のほうをお願いできたらと存じます。 

 

（１）島根労働局の取組（令和８年度行政運営方針）（案）について 

○ 宮本会長 

 まず初めに、議題１です。島根労働局の取組（令和８年度行政運営方針）
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（案）、こちらの審議を行います。 

それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○ 松井総務部長 

 皆様、おはようございます。総務部長の松井と申します。 

平素から労働行政の推進に格別の御理解、御協力賜っておりますことをこの

場をお借りして御礼申し上げます。 

私からは、配付資料のうち、令和８年度島根労働局重点施策（案）に基づき

説明をさせていただきたいと思っております。それでは、着座にて説明申し上

げます。 

皆様のお手元に島根労働局の取組というものがあるかと思います。こちら、

お手元に置きながら聞いていただければなと思っております。資料の各ページ

番号につきましては、表紙の次のページから一番下の中央部分にページ番号の

記載がございます。 

それでは、まず、１ページ目から御覧ください。 

Ⅳ、令和８年度の重点施策として５つのメニュー、こちらを設定しておると

ころでございます。 

第１といたしまして、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労

働者への支援、第２としてリスキリングによる能力向上支援、第３として人手

不足対策、第４として多様な人材の活躍促進と職場環境の改善に向けた取組、

そして第５として労働保険制度の適正な運営と、以上の５つとなります。 

これらの各メニューにつきまして、順に御説明を申し上げたいと思います。 

飛びまして、４ページ目を御覧いただけますでしょうか。第１、最低賃金・

賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援についてでございます。 

 まず、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規労働者への支援に向け

た取組といたしまして、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規

模事業者の生産性向上に向けた支援に取り組んでまいります。具体的には、賃

上げ支援助成金パッケージといたしまして、業務改善助成金をはじめとする各

種助成金等につきまして、個々の企業が自らのニーズに沿った形で利用できる

ように情報の提供を行うとともに、働き方改革推進支援センターや監督署から

も情報提供に努めることとしております。 
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最低賃金制度の適切な運営としまして、引き続き島根地方最低賃金審議会の

円滑な運営に努めるほか、最新の最低賃金額に関する周知方法のみならず、最

低賃金の履行確保に問題があるとされる業種等につきましては、重点的な監督

指導の実施により最低賃金の遵守徹底を図ることとしております。 

また、同一労働同一賃金の遵守の徹底につきましては、個別企業ごとの状況

の把握であるとか待遇改善に向けた支援策の周知により、企業の自主的な取組

を促すこと等により、この徹底を図ってまいります。 

非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援といたしまし

て、キャリアアップ助成金において正社員化コース、賃金規定等改定コース、

年収１３０万円の壁の対応としまして新設されました短時間労働者労働時間延

長支援コース等の周知であるとか、活用勧奨等を行うとともに、ワンストップ

相談窓口でございます島根働き方改革推進支援センターを通じまして、きめ細

やかな企業支援を実施してまいりたいと思っております。 

次に、５ページ目を御覧ください。 

第２、リスキリングによる能力向上支援についてでございます。まず、地域

の人材ニーズ情報の把握といたしまして、島根県との共催による地域職業能力

開発促進協議会、こちらを通じまして、関係機関等から県内各地域における人

材ニーズ情報を把握いたしまして、これを踏まえた職業訓練コースの設定であ

るとか訓練カリキュラムの改善、こちらを進めてまいります。 

また、職業訓練制度の周知・広報とキャリア形成支援といたしまして、求職

者等への職業訓練制度の積極的な周知・広報、こちらを行うとともに訓練受講

生に対するきめ細やかな個別支援、こちらを実施するほか、労働者の主体的キ

ャリア形成等を支援するため、各ハローワークにキャリア形成・リスキリング

相談コーナーを設置いたしまして、キャリアコンサルタントによる相談支援、

こちらを実施いたします。 

人材開発支援助成金による人材育成の推進といたしまして、企業内での人材

育成を支援するために、活用勧奨、速やかな支給決定を行うこととしておりま

す。 

第３、人手不足対策について申し上げます。 

ハローワークにおけるマッチング機能の強化といたしまして、ハローワーク
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における求人充足支援の一層の充実でありますとか、求職者への付加価値の高

い就職支援に取り組んでまいります。また、人手不足分野への支援強化といた

しまして、ハローワーク松江に設置しております人材確保対策コーナー等を通

じ、人材不足分野におけるマッチング支援を実施するとともに、各ハローワー

クにおきましても、医療・介護・保育分野の求人充足支援を強化してまいりま

す。さらに、労働局と地方公共団体による雇用対策協定につきまして、昨年１

２月に雲南市と、今年２月に川本町と新たに雇用対策協定を締結いたしまして、

現在、島根労働局と雇用対策協定を締結している自治体は県及び７市２町とな

りますので、引き続き、自治体との連携による実効的な取組を実施してまいり

ます。 

次に７ページ目でございます。第４、多様な人材の活躍促進と職場環境改善

に向けた取組でございます。 

まず、女性活躍推進に向けた取組及び女性の健康上の特性に係る取組の推進

等につきましては、性別による差別的な扱いによるものでないか確認し、男女

雇用機会均等法の確実な履行実施を図るとともに、改正女性活躍推進法に基づ

き情報公開義務が拡大したことから、さらに周知を進めまして、女性の活躍推

進企業データベース、こちらの積極的な活用勧奨等により履行確保を図ります。

加えて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい「えるぼしプラス」を

はじめとする認定の取得促進を図ります。 

また、総合的なハラスメントの防止対策の推進につきまして、ハラスメント

防止対策を講じていない事業主に対して、法に沿った対策を講じるよう是正指

導等を行います。また、今年１０月からカスタマーハラスメントや求職者等に

対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務づけられることから、改正法

の円滑な施行に向けまして、ポータルサイト等を活用して企業の取組を促しま

す。 

仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワー

ク・ライフ・バランスの促進でございます。 

昨年から施行されました改正育児・介護休業法につきまして、周知に取り組

むとともに、事業主等に対する是正指導等を実施いたします。さらに、くるみ

ん等、認定制度について広く周知するとともに、認定取得に向けた働きかけを
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行ってまいります。 

１０ページ目でございます。フリーランス等の就業環境の整備につきまして、

いわゆるフリーランス法につきまして、引き続き周知啓発を行うとともに、フ

リーランスが労働保険の特別加入の対象となりましたことを踏まえまして、説

明等に努めてまいりたいと思っております。 

安全で健康に働くことができる職場づくりといたしまして、長時間労働の抑

制に向けた監督指導、時間外労働の上限規制適用猶予事業・業種への労働時間

短縮に向けた支援などに取り組むほか、基本的な労働条件に関する労働基準関

係法令の遵守徹底等により、引き続き労働条件の確保・改善、対策を進めてま

いります。 

また、１１ページ目でございますが、労働者が安全で健康に働くことができ

る環境の整備といたしまして、具体的には改正労働安全衛生法の周知をはじめ、

島根労働局第１４次労働災害防止計画に基づき、労働者の作業行動に起因する

労働災害防止対策でありますとか、高年齢労働者の労働災害防止対策、業種別

の労働災害防止対策、メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援などの取組

により労働者の健康確保を図るほか、労災保険給付の迅速・適正な処理につき

ましても引き続き行ってまいります。 

１４ページ目でございます。７０歳までの就業機会確保等に向けた環境整備

や高齢者の処遇改善を行う企業への支援といたしましては、６５歳を超える定

年引上げ等の意識啓発、機運醸成に取り組みます。 

障害者の就労支援といたしましては、法定雇用率の引上げ等を踏まえ、ハロ

ーワークと地域の関係機関の連携により、企業への雇入れ支援の一層の強化で

ありますとか、求職者の多様な障害特性に応じた就労支援に取り組んでまいり

ます。 

１５ページ目でございます。外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・

援助の実施については、ハローワークの訪問等による事業主への助言・援助、

社会保険労務士である外国人雇用管理アドバイザーの企業への派遣などを行い

ます。 

１６ページ目でございます。第５、労働保険制度の適正な運営についてでご

ざいます。 
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御承知のとおり、労働保険制度は労働行政における各種施策を推進するため

の財政基盤として非常に重要な制度でございます。今後も労働保険制度の安定

的運営を実施していくため、関係機関と連携の下、労働保険手続を行っていな

い事業者の把握であるとか、加入に対する指導、労働保険料における収納未済

歳入額の縮減のほか被保険者の利便性の向上の観点から電子申請の利用促進を

さらに進めてまいります。 

以上、駆け足になってしまいましたが、令和８年度島根労働局の重点施策に

関する概要説明になります。よろしくお願いいたします。 

○ 宮本会長 

 御説明ありがとうございました。 

  それでは、ただいまから質疑に入りたいと思います。 

  本日、たくさんの委員の方に御参加いただいております。皆様に御発言いた

だければと存じます。よろしくお願いいたします。 

まず、使用者代表の委員の方、労働者代表委員の方等におかれましては、現

状等も踏まえまして御発言いただければと思います。それでは、労働者代表委

員、使用者代表委員から御質問お願いいたします。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○ 橋本委員 

 島根県経営者協会の橋本でございます。よろしくお願いします。 

  使用者側としての質問です。人手不足がこのところいろいろな業種において

深刻な問題となってきており、この問題を少しずつでも改善をしていく必要が

あります。 

そこで労働局として非常に大きな役割を果たすことが期待されます。先ほど

労働局長よりお話があった有効求人倍率について、現状１．３～１．４倍とい

うところで推移しているわけですが、一方で企業として求人ニーズがあって、

もう一方でたくさんの方々の求職ニーズがある。そこで単純にいけばもっと高

い確率でマッチングが行われて、就職率が上がっていくという結果があるとこ

ろなんですが、そこにはミスマッチがあります。当然なんですけども、求職者

の方々が働きたいと思われる職種と企業側としての求人とミスマッチがある。

そこを取り持つのがハローワークさんの大事な仕事だと思います。 
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新年度の取組方針の中にリスキリングや人手不足対策という項目があります

が、具体的にハローワークの窓口で、例えば、事務職を希望される方について、

応募が一番多いのですが、もう事務職というのはこれだけの求人しかなくてな

かなか難しいですよというお話があったり、こういう勉強をしたらこういう求

人ニーズに対応できますよというご紹介だったりとか、そういったことを一つ

一つの積み重ねて、求人ニーズや求職ニーズを満たしていくという、そういっ

た取組についてのお考えをお聞かせください。 

○ 永沢職業安定部長 

 職業安定部長の永沢でございます。御質問いただきありがとうございます。 

今、御質問いただいたとおり、県内、全国的にという話でもありますけれど

も、人手不足の状況で、やはり求人ニーズと求職者のニーズというのがちょっ

と隔たりがあるというのはもちろん事実上ありまして、やはり事務職が人気と

いう一方で、それ以外の、例えば介護分野であるとか、そういったところで人

手不足が特に多いとか、建設業、製造業、あらゆる会社さんから人が採用した

いんだけれども、なかなか採用できないというようなお声をいただいておりま

す。 

ハローワークのほうでは、まず、お話に出ていたとおり、もちろん求職者の

御希望というのはきちんとお伺いをした上で、例えば希望される賃金であると

か今後の働き方、そういった今後のキャリア全体のところも含めて御相談をさ

せていただいて、その上で求職者の方に合った求人というのを紹介するんです

けれども、その中で、やっぱり県内で、例えばちょっと介護で人が不足してい

るとか、そういうところであれば、もう少しそういう仕事の内容を知っていた

だくとか、あとはハローワークのほうで事業所訪問を積極的にさせていただい

ていますけれども、その中で各事業所の魅力であるとか、そういったところを

収集させていただいて、例えば動画であったりとか、ＰＲシートみたいなもの

をつくってＬＩＮＥで配信してみていただくとか、ハローワークの所内で流し

て見ていただくとか、そういったところで他分野の魅力というのもお伝えをし

ながら会社の状況を割と近く見ていただく、動画で見ていただいたり、あとは、

見学会に行っていただいたりとか、そういったこともやっておりますので、そ

ういうところで求職者の方の視野を広げていただくようなことを実施しており
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ます。今、公的な需給調整機関であるというところがハローワークという組織

でもありますので、そこは求職者のニーズも大事にしつつ、求人者の人材確保

のニーズにもきちんと応えていくということで、まずは会社の魅力を分かって

いただくというところで積極的に実施をしているところです。 

来年度以降についても、やはり特に人手不足の分野について積極的に事業所

訪問をして、そこの会社に合った求人充足の支援というのを積極的に提案して

いくということを引き続き実施していくというのが厚生労働省の全体の方針で

もありますし、島根労働局内でもそこに取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

○ 橋本委員 

  ありがとうございます。 

もう一つだけ。求職者の方について、一人一人担当制になってるんですよね。 

○ 永沢職業安定部長 

 一応、担当者制で実施をしておりまして、その人によってというところにな

りますが、全ての人が担当者制というわけではなくて、すぐに就職を希望され

ているとか、そこの緊急度というか、そういうところに合わせて、人によって

担当者制であったり、そうでなかったりというところで実施をしております。 

○ 橋本委員 

 ありがとうございます。 

○ 宮本会長 

 そのほかいかがでしょうか。 

  労働者代表委員、いかがでしょうか。 

  黒目委員、お願いします。 

○ 黒目委員 

 黒目でございます。 

２点ほどお願いします。まず一つは、人手不足の関連です。 

現在、人手不足が続く中で、県内就職を希望する若い世代が徐々に県外へ

流出している状況があります。これを踏まえると、学生の段階から企業の仕

事を理解できる機会をより充実させる必要があると考えています。企業側に

は、実習などを通じて「どのような仕事をしている会社なのか」を学生が具
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体的に知ることができる場を、ぜひ積極的に提供していただきたいと思って

います。 

なぜそのように申し上げるかというと、高校や大学を卒業して就職しても、

３～４割の方が離職している現状があるからです。多くの場合、「思い描い

ていた仕事」と「実際の仕事」とのギャップが大きいことが理由の一つと考

えられます。だからこそ、学生の段階で実際の仕事に触れる機会を広げてい

ただきたいという思いがあります。 

もう一つは、ここにもありましたが障害者の就職支援のところです。制度

自体は整ってきているものの、実習の段階で受け入れを断られるケースがあ

ると聞いています。企業側に「事務職」という固定的なイメージがある場合

もありますが、本人は生産ラインなど別の職種を希望していることもあのま

す。受け入れ側の選択肢が狭いと、せっかくの機会が活かされません。実習

制度の中で、より幅広い職種を経験できるよう、裾野を広げていきたいと考

えています。それから、もう一つですが、人手不足が続く中で、企業として

は今いる従業員を長く雇用し続ける傾向が強まっています。その結果、従業

員の平均年齢は毎年上昇していきます。こうした状況の中で、この４月から

高齢労働者の安全対策が努力義務化されます。６０歳を超えると、以前は問

題なくできていた作業でも、ちょっとしたつまずきが労災につながるケース

が増えてきます。努力義務とはいえ、企業内でしっかりと周知し、重大な災

害が起きないよう、点検や指導を徹底していただきたいと思います。以上で

す。 

○ 永沢職業安定部長 

 職業安定部長の永沢です。御質問いただきありがとうございます。 

  まず、人手不足の関係ですけれども、やはり学生段階で仕事を、具体的にど

んな仕事をするのか知ってもらうということで、そういうところの重要性とい

うのは労働局のほうでもそのような考えを持っております。 

今、いずれの自治体さんも、人口減少でどんどん人も少なくなっていった上

で、さらに県外に流出してしまうというところの大きな懸念を持っておられて、

仕事の内容もそうですし、あとは島根県内で働いてもらうというところの魅力

をやっぱり早い段階から知っておいてもらう必要があるというのは各自治体さ
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んで強く認識をされているところです。 

島根労働局のほうで幾つかの自治体と雇用対策協定を結んでおりますけれど

も、その中で、ある自治体さんでは、小学生だったと思いますが、本当に小さ

い段階でそこの地域のお仕事の内容を知ってもらうといった、お仕事フェスタ

みたいなこともやっておられたりして、そこにハローワークも一緒に連携して、

出かけていってイベントをやったりですとか、あとは、松江市さんだと、本年

度、多分２回目ぐらいになると思うんですけれども、各会社さんに集まってい

ただいて、中学２年生だったと思いますが、中学生を集めて各会社でどんな仕

事をしてるみたいなことをいろいろブースを設けて紹介したりとか、実際に体

験みたいなこともしていただいたりとか、そういうことをやっております。 

労働局のほうも、こういう雇用対策協定という枠組みがありますので、そう

いうところを生かして一緒に関わりながら、仕事の内容を早い段階で知っても

らう、さらには、島根県内の企業はこんなにいいところがあるんだとか、そう

いうところを小さいうちから知っておいてもらう、その結果、県内で就職をし

てもらうというところにつなげていけたらいいかなというふうに考えておりま

す。 

あとは、障害者の関係なんですけれども、こちらも実習を、実習制度の中で

経験を積んでいただいて、そこから定着、安定的に定着していただくというこ

とが大事だと考えております。障害者の就職支援につきましては、ハローワー

クと関係団体と連携をしながら、一人一人のケースに合わせて支援をしていく

ということをやっております。その中で、すぐに直接会社さんのほうに雇われ

るというパターンもあれば、途中で実習型のような形でお仕事を少し短い時間

とかで経験をしていただきながら、その先にそこの会社で就職してもらうとか、

そういうような職業訓練の制度もございますので、そこがすごく安定的な定着

をしていただくためにはすごく効果が高いので、そういうのを結構積極的に使

って障害者の就職というのを進めておりますので、今後もそういう、今回の意

見も踏まえまして、そういう実習をしながらというところで重きを置いて進め

ていきたいと考えております。 

○ 河野労働基準部長 

 労働基準部長の河野でございます。 
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先ほど御質問いただきました高年齢労働者の労働災害防止対策について、私

のほうからお答えさせていただきます。 

この高年齢労働者の労働災害防止対策ですけれども、こちらは当局の最重点

としておりますところでございます。また、この４月から事業者の努力義務に

なるというところもございますので、当然のことながら、法令ですとか指針の

周知を中心に、必要な指導、周知は実施していくこととしております。具体的

には、例えば高年齢労働者に多く発生する転倒災害、行動災害の防止の周知啓

発、あと、また、エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組の実施ですと

か助成制度の活用に関する周知、指導、また外国人労働者の労働災害防止対策

等も含めて、いろいろと周知は引き続き行っていきたいと考えているところで

ございます。以上でございます。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

  金築委員、お願いします。 

○ 金築委員 

 Ｗｉｌｌさんいんの金築です。よろしくお願いいたします。 

  ちょっと１点、ハラスメント増に関する部分で聞いていただけるといいなと

いうところなんですけれども、このところいろいろな経営者さんから御相談と

いうか、お話を聞かせていただく中に、やはり職場のハラスメントに関する問

題っていうのがすごく増えているなというふうに思っています。 

経営者さんも、ハラスメントというものを職場内で周知して対応していない

といけないってというところで、そこはすごく真摯に取り組まれていると思っ

ております。 

ただ、一方で、どうしても働く側の方が守られるという制度になっていって

ると思いますので、様々なことが働く側に寄り添っていることによって、働く

側からの、何といいますか、主張というか、そういったところがすごく強くな

ってきているのかなと。例えば、確かにこういったことはいけないですよね、

でも、そもそも義務の上に権利って成り立つと思うので、お話聞いていると、

でも、そこはもう服務規程に反していますよねと。 

要は、そういったことを受けるので私はやりたくありませんみたいなところ
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になっていくと、そもそもお仕事というものが放棄されている状態になってま

すよね。 

なので、そこはちゃんと分けて考えていかれる必要があるのではないですか

という中で、でも、こうやって守られる、いろいろな制度ができている、自分

たちが声を上げる、声を上げるというか、こういった場合ってどうしたらいい

んだろうかという不安を抱えながら日々に向き合っていらっしゃる経営者さん

がすごく多いなというふうに感じています。 

労働者さん側の相談窓口というのは、例えば、すぐ、いや、もう相談に行き

ますみたいな、基準局とか監督署に相談行きますみたいになるんですけれども、

経営者さんたちは自分たちはどこにこういったときに話をしたらいいのかと、

相談したらいいのかと。分からないです、弁護士さんとかそういったところに

相談するのか分からないですけれども、何かそういったことを抱えてる経営者

さんたちが多くて、何も言えないままに、何か本来だったらここはもっとちゃ

んと整備して、これは会社のルールですよ、制度ですよ、でも、ハラスメント

はいけないですよねという、何か切り分けしながら進めていけばいいんじゃな

いかなと思うんですけれども、そこが何かしづらくなっている。世の中の情報

もあふれているので、ネットとかで調べればいろんなことが出てきて、ああ、

これはもうよくないのではないかみたいに働く側も思っていって、どんどんど

んどんエスカレートしていく結果、労働者側はすごく守られていく、経営者側

はだんだん疲弊していくという状況がすごく今みられているように感じていま

す。 

私が思ったのは、要は、経営者さんたちもこういったときにどういうふうに

したらいいかという何か相談する場というのがもう少し明確にあって、例えば

こういったところに、労働局の中とかでも相談する場があって、こういう対応

をしていかれたらいいんじゃないですかみたいな場所が一つあると、何かより

どころとしてできるんではないかなというふうに感じたので、発言をさせてい

ただきました。以上です。 

○ 越沼雇用環境・均等室長 

 貴重な御意見ありがとうございます。雇用環境・均等室長の越沼でございま

す。 
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おっしゃるとおり、ハラスメント、当然のことながら許してはならないとい

う風潮が浸透してきてはいるんですけれども、一方、そういう今まで被害を受

ける側だった側が逆に要求が大きくなっているという課題があるかと存じます。 

  具体的にどういう対策をしたらいいか、やはりその会社内でハラスメントと

いうのはどういうものなのかというのを一度話し合っていただく。 

会社側の方、人事担当者側の方、労働者の方で認識を少しずつ合わせていく

ということが大切だと思うんですが、それに対して御相談を受ける者としては

労働局であるとか、あるいは厚生労働省のほうでハラスメント対策の伴走支援

というのを委託事業で去年の秋ぐらいから始めております。来年度もあるとい

うふうに聞いておりますので、そういった事業を活用していただきたいと考え

ております。労働局でもそういう支援がありますよということに重きを置いて

周知啓発させていただきたいと考えております。 

○ 金築委員 

 労働者さんは何となくそういったよりどころがある、でも、経営者さんはそ

こが分かりづらいというとこだと思うので、経営者さんたちにも相談できるん

ですよみたいな、そういう周知が図られるといいかなと思いますので、よろし

くお願いします。 

○ 越沼雇用環境・均等室長 

 承知いたしました。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  大菅委員、お願いいたします。 

○ 大菅委員 

 大菅と申します。 

人手不足というところはもう耳にたこが痛いぐらい聞いたと思われますけど、

人がいないというところになると、やっぱり特に製造業とかもですけれども、

個人への負担がかなり多くなってきております。 

だから、今までできていたこと、定時でできていたことができないから残業

が増えていくとか、そういうふうな方向に向かっていくと思いますし、特に個
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人の負担が増えることによって、また、ふだんやらないこととか近道行為を起

こしたりすることも多くなるような気がするので、やはりここは労働災害を防

止するために、労働局としては啓蒙活動というのを取り組むのもいいんですけ

れども、そこら辺が本当にできているかというところを危惧してるところであ

りますので、この後も労働災害防止計画の進捗等の報告がありますけれども、

改めてこの場でも、私のほうから長時間労働イコール労働災害につながるので

はないかというところを危惧しております。以上です。 

○ 河野労働基準部長 

 御質問ありがとうございます。当然、労働時間が増えることによって労働災

害が増えるということはあってはならないというところでございますので、引

き続き監督指導等を踏まえて、そういった指導等は適切に、積極的に実施して

いきたいと考えております。 

○ 内久保健康安全課長 

 健康安全課長の内久保でございます。 

長時間労働という視点ではないんですけれども、高年齢労働者の労働災害が

増えている、就労人口が増えて、それから加齢による体力の低下によってとい

う理屈なんですけれども、この２月に全国の会議がございまして、もう一つ違

った視点を厚生労働本省が話をしておりまして、今の雇用が進んでいない、新

しい若手の職員が入ってこないがために高齢化をした労働者の方が、特に体を

使う作業ですね、そのまま６０歳、６５歳ということで、４０代、５０代から

同じことをやっていることによって発生している労働災害も中には認められる

というふうな説明がございまして、高齢者の災害防止に関する努力義務という

ことで、第１四半期を中心に、説明会なんかも中心に計画をしておりますけれ

ども、労働基準監督署で行います個別の指導においては、単に高齢化の体力不

足ということではなくて、今お話ししたような視点も含めて個別の確認をさせ

ていただいて、必要があれば指導していきたいと考えております。以上でござ

います。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

  そうしましたら、公益代表委員も含めて、ほかにございましたらよろしくお
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願いいたします。よろしいでしょうか。 

  谷口委員、お願いいたします。 

○ 谷口委員 

 労働行政に関するふだんの御指導、御支援、本当にどうもありがとうござい

ます。御説明いただいた内容、すごくしっかりとした内容で、これそのものを

何か申し上げることはないと思いながら聞いてはおりました。 

ちょっと話がそれるんですけれども、弊社は２０３０年に安来のほうに工場

を構える計画をしておりまして、地元の企業様の声を耳にする場を設けており

ます。 

その場で出てきているのは、やっぱり地元の経済にプラスの効果をもたらす、

あるいは県外に流出する層が県内にとどまってくれる、そういう機会の提供と

いうプラスもある一方で、人の確保がより難しくなる、そういう声を率直にい

ただいておりまして、我々としてもできることを積み上げていく必要があるな

というふうに改めて思っております。 

中長期的には、どこかでお話ししたかもしれませんけれども、近隣の小学校

を対象にした出前授業であったり、これも出雲市だけになるんですが、出雲市

立の科学館を利用させていただきまして、中学校３年生の理科の授業の一コマ

として、そういう科学の授業を提供するというような場で、いろんな会社があ

るということも、いろんな働き方があるということを理解する場を提供してお

ります。 

残念ながら、小学校、中学校のこのインプットだけですと、大人になったと

きにあまり残ってないなというのが、私もそうなんですけれども反省でもござ

いまして、今、高校に何とかそういう場を持てないかなというのを探しており

ます。ここも工業高校、商業高校だけではなくて、進学がほとんどの普通科の

高校にも入って、一旦進学とかの事情で県外に出ても、その先戻ってくるとい

う、そういう種まきが目的なんですが、今度２６年の３月に、もう２０年以上

前から休眠してる山陰地区の小集団活動というものを幹事会を結成して、もう

一度復活させようと今動いているんですけれども、そういう小集団の活動って、

ＱＣの七つ道具をつくって、原因を特定していって対策につなげるという活動

と、高校のときに、最近出てきた探究という授業と結構親和性があるので、そ
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ういう探究の授業の一コマとしてこういう小集団活動をしながら、いろんな働

き方がある、特定の会社というよりもいろんな働き方があることを知ってもら

えるような種まきしようとしています。 

ただ、ちょっと弱いのが、短期的な取組で、もう既にそういう取組ができず

に県外に流出してしまってる層にどう戻ってきてもらうかっていう取組がなか

なかいい対策見つからずに、ちょっと悩んでるとこなんですけども、先ほども

御説明ございましたように、７市２町ですか、労働対策協定っていうのも結ば

れながら、連携強化するような取組もされておりますので、具体的な提案内容

はまだ持ち合わせてはいないんですけれども、そういう既に県外に出てしまっ

ている層に対してどういう呼びかけをしていくのがいいのか、どんな策がある

のか、一緒に考えさせていただけますと本当にありがたいです。 

あと、２点目、コメントは特にいただかなくてもいいんですけども、労働災

害、なかなか全体で見たときの比率というのが減少傾向にはいっていないとい

う御説明もあったんですけれども、弊社で取り組んでいる危険体感訓練という

取組がございまして、今度２６年の４月から新しい建設棟が出雲市でスタート

しますので、そこを使って地元企業の皆さんに提供するような場を設けようと

思っていまして、そういう労働災害の、あるいは、ハインリッヒのより底辺に

属する赤チン災害の削減につながるだけではなくて、そういういろんな教育を

することでその会社に残ってもらうような、そういう取組もできたらなという

ふうにも思っておりますので、そういうことをしていって、少しでも島根県に

とってのプラスというのを御提供申し上げればというふうにも思ってまいすの

で、引き続き御協力いただければと思ってます。ありがとうございます。 

○ 永沢職業安定部長 

 御質問いただきありがとうございます。 

こちらも人材確保ということで、地域の中での人材確保ということで、なか

なか県外流出をした、してしまった層にどう働きかけるのかというところにい

ろいろ課題があるかと思います。 

もちろん先ほどのお話をしました雇用対策協定の中でも、各自治体さんは、

流出については本当に一番危惧をしているところでございますので、それに対

してどう取り組んでいくかということは労働局も一緒に考えているところです。
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やはり行政側の取組だけではなくて、地元の企業さんがそういう今お話しいた

だいたように、いろいろな取組をされることで相乗効果で効果が出てくるもの

だと思いますので、ぜひ今後とも行政側と各企業側の連携をして取り組んでい

きたいと考えております。雇用対策協定のほうでも、今後の今年度ないし、ま

たは翌年度どういうふうな内容で取り組んでいくかみたいなことは、逐一労働

局と自治体と相談をしながら決めておりますので、今日いただいたお話も踏ま

えて、いろいろと自治体と相談をしながら進めていきたいと思いますので、ま

た引き続きよろしくお願いいたします。 

○ 谷口委員 

 どうもありがとうございます。 

○ 河野労働基準部長 

 ２点目の災害防止の関係でございますけれども、そういった取組をなされる

ということで、また好事例として、そういったものを行政としても勉強させて

いただいて、周知啓発活動をまた横展開できるような取組をしていきたいと思

っております。 

○ 谷口委員 

 ありがとうございます。 

○ 宮本会長 

 谷口委員、ありがとうございました。 

  先ほど、谷口委員のほうから働き方を教えてもらうというお話があったんで

すけれども、私のほうからちょっと紹介をさせていただければと思います。 

先日、保育、介護、福祉の人材確保に関する委員会がございまして、そちら

のほうに出席をしております。その中で、毎年、御承知のように人材不足が非

常に顕著な分野ということで、イベントをくにびきメッセで行ったり、いろい

ろやっているという中で、いろいろ課題がある中で今後どうしようかというと

ころで、仕事を知ってもらう、どういう働き方があるかを知ってもらうという

ことが課題になっておりまして、看護協会の看護師さんも含めてなんですけれ

ども、これまで高校生を対象にしていたけれど、高校生では遅いということで、

小・中に今後ターゲットを絞って、できるだけ小さいときから参加してもらっ

て紹介できるような形にしていこうということと、もう一つが、子供、児童生
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徒さんだけではなくて、家族、保護者の方の意見というのがやはり職業選択と

か働く場所に非常に影響がある、大きいので、保護者も一緒に家族も含めて何

か知ってもらう機会をつくろうかということで、いろいろ話が出ております。

そうしたところも少し紹介をさせていただければと思います。ありがとうござ

いました。 

そうしましたら、御意見がございませんようでしたら、先ほど御説明があり

ました島根労働局の取組（令和８年度行政運営方針）（案）ですけれども、本

審議で了承されたこととしてもよろしいでしょうか。 

委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。それでは、了承されたということで進めてまいり

たいと思います。 

 

（２）島根県和服裁縫業最低工賃について 

○ 宮本会長 

 それでは、議題の２に移らせていただきます。島根県和服裁縫業最低工賃に

つきまして審議を行います。 

まず、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○ 河野労働基準部長 

 私のほうから説明をさせていただきます。 

  まず、島根県の和服裁縫業最低工賃についてでございますけれども、まず、

資料のインデックスがついています１を御覧いただきたいんですけれども、現

在、島根労働局では３件の最低工賃が決定されているところでございます。 

インデックス２の資料で表がついてございますけれども、全国的にこういう

ものがございます。令和７年度は、第１５次最低工賃新設・改正３か年計画の

初年度に当たっておりまして、対象は島根県の和服裁縫業最低工賃が改正予定

年度となっております。 
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今年度は、委託者、家内労働者数については、資料１に戻っていただきたい

んですけれども、その中の２番目のところに委託者が２２事業所、家内労働者

は４７人となっているところでございます。後ほど要件判断のところでも説明

いたしますけれども、委託者、家内労働者ともに減少の傾向となっております。 

  次に、その下の３番目になりますが、家内労働者実態調査について説明をい

たします。実態調査の詳細につきましては、インデックスの３に報告書つけて

ございますけれども、詳細はまた別途御覧いただければとは思いますが、この

調査結果の中を簡単に御説明いたしますと、令和７年１０月に実態について調

査したものでございまして、委託者２２事業所に対して通信調査により実施し

たものでございます。 

今回、この２２事業所のうち１６事業所からの回答ございまして、この結果

は資料１の４番目にあります最低工賃改正諮問の要件についてというところに

当てはめまして、考察したものが５番目の判断の要件ということでまとめさせ

ていただいております。 

この判断の要件について見ていきますと、まず、（１）として、工賃の改正

の経過年数については、前回の改正が平成１６年となっております。要件に沿

っておりますけれども、（２）の適用家内労働者数、こちらが要件が３００人

以上という要件がございますけれども、実態調査の結果から４７人と大きく下

回っている状況で、要件からはかなり外れているというところでございます。 

  次に、（３）の他地域との関連性につきましてでございますけれども、県内

の委託者の下で働く家内労働者の全ての方たちは、県内在住者の方々でござい

まして、他県の家内労働者はおりませんということで、ほかの地域との関連性

は弱いと判断されまして、こちらの要件からも外れるということになります。 

  続いて、（４）の主要産業か否かということでございますけれども、和服裁

縫の事業を繊維工業として考察いたしますと、島根県内の繊維工業の事業所数、

労働者数とも減少の傾向となっておりまして、繊維工業は当県の主要産業とは

言えないという状況でございます。 

続きまして、（５）の工賃が低廉な業種の判断につきまして、家内労働者の

時間当たりの平均工賃額が最低賃金の約６割というところでありまして、また、

令和４年前回調査時と平均の工賃を比較すると減少となっているなど、和服裁
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縫業は工賃が低廉な業種であるということが言えます。 

以上の要件に沿う部分、沿わない部分ということがあることを踏まえまして、

当県における業界の経済情勢ですとか、家内労働を取り巻く状況、情勢と合わ

せ、総合的に判断をいたしますと、本件最低工賃を改正する状況ではないと考

えまして、改正に係る諮問は見送りまして、今後の推移を見守ることが妥当と

して、労働局としては、今回も和服裁縫業最低工賃の諮問を見送ることとした

いと考えております。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。そうしましたら、先ほどの御説明につきまして、

御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

  そうしましたら、特に御質問等ございませんようですので、先ほどの御説明

につきまして、これでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 宮本会長 

 ありがとうございます。 

  それでは、島根県和服裁縫業最低工賃につきまして、諮問しないということ

を確認いたしました。ありがとうございました。 

 

（３）島根県労働局第１４次労働災害防止計画の実施状況について（報告） 

○ 宮本会長 

 引き続きまして、議題３、島根労働局第１４次労働災害防止計画の実施状況

（報告）につきまして、事務局のほうからお願いいたします。 

○ 河野労働基準部長 

 引き続き、また私のほうから御説明させていただきます。 

島根労働局の第１４次労働災害防止計画、以降、「１４次防。」と呼ばせて

いただきますけれども、実施状況につきまして御報告をさせていただきます。 

お配りしております１４次防災害計画の進捗状況の資料を御覧いただければ

と思います。開いていただきまして、２ページ目でございます。 
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１４次防計画につきまして、死亡災害の撲滅を目指し、前年比５％以上減少

させ、年平均４人以下とすること、死傷災害の増加に歯止めをかけ、２０２７

年までに減少させることを目標としまして、対策ごとにアウトプット指標、ア

ウトカム指標を定めて推進しているところでございます。 

続いて、資料３ページを御覧いただきたいんですけれども、労働災害の推移

をグラフで示しております。近年、７００人台で推移をしておりまして、令和

７年につきましては、速報値では６９７人、前年同期比１人減少という状況で

ございます。令和７年も、ほぼ昨年と同様な状況となると思われるところでご

ざいます。また、死亡災害につきましては、令和６年が１人ということで、過

去最小となったところでございますけれども、令和７年は残念ながら３人の方

の貴い命が失われたという状況になってございます。 

続いて、資料の４ページ以降は、対策ごとのアウトプット指標とアウトカム

指標の状況でございます。 

アウトプット指標の署調べにつきましては、令和７年４月から１２月までに

各労働基準監督署の安全衛生担当職員が実施しました個別指導の際に聞き取り、

またはアンケートにより集計した結果でございます。 

例えば転倒災害防止など、全業種に関わるものにつきましては、全１０５事

業場に対する集計結果でありまして、業種ごとの指標につきましては、対象事

業場数の集計結果でございます。指標ごとの説明は省略させていただきますけ

れども、先ほどの行政直営方針の際にも説明にございました、御質問もござい

ましたけれども、その際にも当局の最重点としているということで御説明させ

ていただきましたけれども、高年齢労働者の労働災害の防止対策ですとか転倒

災害防止対策につきましても、全く取組を行っていないという事業場もあると

いうことでございます。 

また、この４月から、先ほども申し上げましたが、努力義務となるというこ

とも含めまして、必要な周知等は行っていきたいと考えているところでござい

ます。 

以上、簡単でございますけれども、１４次防災害計画の進捗状況について御

報告とさせていただきます。以上でございます。 

○ 宮本会長 
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 ありがとうございました。 

  ただいまの報告について何かございましたらよろしくお願いいたします。い

かがでしょうか、よろしいでしょうか。 

  河野委員、お願いいたします。 

○ 河野委員 

 事前に質問はしておりませんが、小川鉄工所の河野です。いつもありがとう

ございます。 

 防災については、特に私どもは注意が必要な業種になります。 

これからまた暑くなる季節になりますが、去年の動きの中で、ほかの業者の

皆さんとお話をしてみると、熱中症対策というのが、事例にはいろいろあるけ

れども、実際に自分たちがどういうふうに対応すれば防げるだろうかというの

を現実的にやっぱり厳しいということをおっしゃっていまして、これが義務化

になっているというところで、特に、一体、何にお金を投資すればいいかとい

うのが正直なところです。 

補助金なども活用できたらというのを皆さんも思ってはおられますが、熱中

症予防・対策に向けてピンポイントでの補助金など、今年はどういう形になっ

ていましたでしょうか。 

○ 内久保健康安全課長 

 健康安全課長の内久保でございます。 

厚生労働省で行っている熱中症対策にだけに限った補助金ということではご

ざいませんけれども、高年齢労働者の対策ということで、エイジフレンドリー

補助金というのがございます。 

その中で、昨年も熱中症のくくりを一つ設けて、補助金の制度をつくってお

りまして、今年度も引き続きということになっております。 

それから、前段のほうの法令での義務化とかいうような、企業において何を

したらいいかというような点につきましては、昨年の６月に労働安全衛生規則

が改正されまして、義務化になった部分は確かにあるんですけれども、実は熱

中症を防止するための義務化というのはされておりません。去年義務化になっ

た点は、重篤化防止について、そういう人を見つけた場合には連絡体制をどう

しなさい、それから、見つけた場合にはどういう対処をしなさい、そのルール
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を設けなさいというこの２点だけです。 

省令の改正の背景は、２年間続けて全国で熱中症によって３０人を超える方

が亡くなられた。結果、令和６年も亡くなられて３年続けて３０人を超えたと

いう状況です。 

ただ、令和７年は、令和７年６月の省令の施行によって重篤化防止というこ

とが義務化になりましたので、速報値のようなんですけれども、たしか１２人

ぐらいまで亡くなられる人が減っているという状況のようです。 

ただ、もともと、今、御指摘の熱中症の予防の関係の議論は、昨年の省令の

改正の以降するということになっていまして、今年度その議論がなされて、熱

中症の対策要綱というのが令和３年に発出されておりますけれども、それを基

に熱中症の予防のガイドラインというものが、通達レベルというふうに聞いて

おりますけれども、これが３月末ぐらいで取りまとめができそうだということ

で、これがそろそろ出てくると思いますので、これの周知をさせていただきな

がら、ただ、これは法令で決めるものではございませんので、指導、お願いレ

ベルではありますが、より具体的に御指導させていただくというような流れに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○ 河野委員 

詳しくお伝えしいただいてありがとうございます。地域によって、暑さとか

環境というのは、やはり違いますので、また、そういったことも含めて、引き

続きご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

 先ほどの御説明についての御質問等はよろしいでしょうか。 

  そうしましたら、予定しておりました１から３までの議題につきましては、

以上をもちまして質疑を終了というふうにさせていただきたいと思います。 

 

（４）その他 

○ 宮本会長 

 そのほかの議事項目等ございますでしょうか。事務局のほうからお願いいた

します。 
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○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 特にございません。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございます。 

 

４ 質 疑 

○ 宮本会長 

 そうしましたら、全会を通して各委員のほうから何かございましたら、よろ

しくお願いいたします。 

  松村委員、お願いします。 

○ 松村委員 

 山陰中央新報の松村でございます。 

今日のテーマとは少し離れてしまうかもしれませんが、冒頭、岩見局長のほ

うから中東情勢の話が出ました。紛争が長期化するかどうか分かりませんが、

仮に長期化するようなことになると、いろいろと影響が出てくるのかなと思い

ます。 

我々新聞社のほうでも、この問題が長引くと、原油高が進むとなると、紙代、

紙というのは製紙会社が作っておりますけれども、ボイラーをかなり燃やして

乾燥させます。そこで原油を大量に使いますので、そうなると紙代が上がる、

それを新聞社は何とかしろということで、高い紙を買わなければならないとな

ると、うちも営利企業ですので、最終的には新聞代というのをまた上げなけれ

ばいけないというような悪循環に陥りかねないんですけども、何ともなかなか

言いようがないんですけれど、これから先、どういった影響が出るのでしょう

かねと聞くのも、聞くのは簡単なんですけれども、逆に使用者側の皆さんのほ

うが切実に考えていらっしゃるかもしれませが、そういったところでお話しで

きることがあれば、お伺いできればというふうに思います。 

○ 岩見局長 

 今、いただきましたお話、戦争の長期化、あとは為替相場で円安がさらに進

行すると、本当に物価高に拍車がよりかかっていくということで、事業者様の

お立場からすると、価格転嫁というのも正直もう限度があるのではないかとい
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うふうに私は思っております。 

これから、こうなるのではないかというのは、当然私も言えないんですけれ

ども、まず、夏場の最低賃金、東京のほうでやっている目安を示す中賃ですね、

中央最低賃金審議会の議論がどのようになっていくか、それを受けて目安が示

されるわけですが、各労働局事務局でやっています地方最低賃金会で審議にど

のような、例年よりも、厳しさを増す、論点的にも厳しい論点が出てくるので

はないかなというふうに私は見ております。最低賃金にどういう影響を及ぼす

のかというのが、中東情勢のニュースを見ている中では、真っ先に頭に浮かん

できた内容かなと思っております。 

あとは、冒頭、ハローワークにも、影響としてどういうお声が事業様なりか

らあるか、最大限漏らさず把握をするようにという指示をしたというお話をい

たしましたけども、県内の労働市場の影響ですね。例えば、求人、人手不足と

言いながら、求人がそんなに増えてないのはなぜかという部分では、やはり、

物価高、インフレでもあまりいい型のインフレではない、コストアップ型のイ

ンフレというのが影響しているのではないかと一つの要因として見立てている

とこでございますが、さらにそれに拍車がかかった場合に、労働市場にどうい

う影響が出るのか、求人がそんなに伸びてこないというそういう影響も懸念し

ているところでございます。雑駁ですけれども、今、私が思うところはそうい

うこととなります。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

  ほかに各委員のほうからよろしいでしょうか。 

  河野委員。 

○ 河野委員 

 少し余談な話かもしれませんが、今の岩見局長のお言葉で、求人が伸びづら

いというのは、賃金が急激的に上がっていくというところの懸念と、あとは、

私どもも、人を雇っても、技術職の仕事ですので、人手不足というよりは、技

術者不足というのが切実です。 

今ここで議論されているのは６５歳以下の方の話なんですけど、私どもは７

０歳から８０歳もばんばん働いてもらわないと、後進を育てることがしづらい
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業種で、それでもこの技術を必要としてくださる業者がおられて、なおかつ、

私はこれからもこの技術をつなげていかないといけないと確信をしております。

なぜかというと、島根県もものづくりというのは財源の要の一部だと思ってお

りますので、島根県江津のほうも、市制７０年ですが、やはり、地元の人のそ

ういうものづくりの力というのが地域を支えているということで、意識は高ま

っておりますが最近はものづくりに対してみんなちょっと心配が増えておりま

して、西のほう、石見地方も本当に緑も豊かですし、住んで都。ただ、流通が

どうしても悪いので、事業者としては、やはり仕事がしづらいほうのことばか

りがこれから不安材料になってきておりまして、その辺りでも、ものづくりと

いうものに焦点をしっかり当てていただいて、求人、求職というところでは、

ぜひ西部のほうでも、そういう技術を持った方の受入れをどんどんしていただ

ければと思っておりますので、こちらのほうにも力を貸していただいて、いろ

んな政策をしていただければと思っております。日頃のご支援にも感謝申し上

げます。引き続きよろしくお願いいたします。 

○ 岩見局長 

 今お話しいただきました、ものづくりとかになりますと、やはり相当なスキ

ルがある方じゃないとなかなか対応できないのだろうというふうには拝察して

おります。 

やはり、求人を出すに当たって、そういう観点から、誰でもいいわけではな

くて、かなり求人を出すに当たっても精査を、どういう人がいいのか、どうい

う基準、これぐらいの基準を満たしておいてもらわないと困るなとか、いろい

ろ会社さんによって精査されているだろうと思っています。そういうとこを踏

まえて、今委員がおっしゃった部分についても、労働局ではできるところは対

応していきたいとい思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○ 宮本会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に、事務局におかれましては、島根地方労働審議会運営規程第

６条によりまして、審議内容を取りまとめて議事録を作成をお願いいたします。 

 

閉 会 
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○ 宮本会長 

 それでは、以上をもちまして本日の議事を終了とさせていただきます。 

  皆様の御協力により活発な意見交換ができましたこと、感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

労働局におかれましては、様々な御意見が出されましたので、それぞれ貴重

な御意見など今後の島根県の行政運営にぜひ生かしていただければと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 では、進行を事務局のほうへお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 宮本会長様、議事の進行、大変ありがとうございました。 

  それでは、閉会に当たり、岩見労働局長から一言御挨拶をさせていただきま

す。 

○ 岩見局長 

 本日は、長時間にわたり真摯な御議論ありがとうございました。 

島根労働局の取組、令和８年度行政運営方針（案）、御了承いただいたこと

をまず御礼申し上げます。 

今後とも、労使の方、双方にとって良好な職場環境を確保していただけるよ

うに、労働行政として取り組んでまいりたいと思っております。よろしくお願

い申し上げます。 

  先ほど複数人の委員の方から、人手不足の関係の話が出ました。労働局とし

て、私が非常に強くこだわっているところは、着任時でしたかね、労使双方の

団体の方から言われたのは、島根県内にたくさんいい会社があるんだと、そう

いうことを周知したいし、労働局としてもそこを頼むよという話をされまして、

すごく印象に残りました。何ができるかのかと考えたところ、まず、労働行政

としては、各所管法令は違うんですけれども、それぞれの法令に基づいて、例

えば女性活躍でしたら、えるぼしの認定ですとか、次世代法でしたらくるみん

ですとか、あと、職業安定行政関係だとユースエール等々の認定がございます。 

その認定の際、各事業者の方と意見交換の場を持たせていただいておりまして、

時間的、量的な制約はあるんですけれども、各企業さんの工夫されている点を

できるだけ細かく取材をさせていただいて、ホームページに事例集としてアッ
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プしております。 

要は、何が言いたいかと申しますと、労働局としては、そういう情報の発信

を積極的にしていくというところを非常に強く私はこだわっておりますし、部

室長、幹部にも、そこは強く求めているところでございます。今後もそういう

情報発信の部分に力入れていきたいというのが一つでございます。 

この話も何回か、もしかしたらこの場などで個別にさせていただいたかもし

れないんですけれども、我々が思っている以上に若い方は、この会社はどうい

う認証、認定をもらっているんだろうかとか、インターンシップの雰囲気、そ

こで相当この会社に入ろうかどうしようか決めているというのを、直に若い従

業員の方から複数、直接聞きました。ですので、皆様方の御努力を紹介すると

いうようなことで一助になればということで、先ほども言ったように非常に強

くこだわってるというのがまず一つでございます。 

あとは、これはちょっと休みの日にスマホをぼうっと斜め読みしたので、内

容は細かく覚えていない部分があるんですけれども、はっとした記事がありま

した。人手不足の関係で、経済関係の記事を中心に書かれているフリーランス

のライターの方の記事だったんですけれども、若い人の県外流出というのは、

日本全国、東京とか大阪とか、そういう特別なところを除いて共通の課題とい

うのは、読者の人もみんな分かっているだろうけどもという前段があって、あ

る程度強い意思を持って都会に出て、こういうことをやりたいと思ってる若い

子を引き止める方向ではなくて、あえて温かく送り出してあげるという、そう

いうマインドも地元の大人としては必要なのではないかということででした。 

それをすることで、温かく送り出してもらったという、恩というんですかね、

それを感じた子が後々地元に戻るとか、戻らないにしても地元のためにいろい

ろやってくれるのではないかと、そういう循環していくという、そういう考え

方のアプローチというのも必要なのではないかというのが書いてありまして、

非常にはっとしたということです。 

これは、そういう心持ちというのは一つあるよねというのをすごく強く思っ

た次第でございます。 

取り留めのない話になりましたけれども、閉会に当たって、御挨拶とさせて

いただきます。 
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○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 それでは、以上をもちまして、令和７年度第２回地方労働審議会を閉会いた

します。委員の皆様、本日は大変ありがとうございました。 


